
（該当業務： ）

）

）委託の場合

①前島町の住民
②人権意識を高め、文化・教養を身に付けたいと考える日野地区住民

前島町区長

①

根拠条例等

補助・単独

実施形態

正規職員が関与すべき法的義務性

政 策

施 策

優先度◆◇◆ 総合計画・行動計画 施策シート ◆◇◆

確 認 項 目

事
務
事
業
の
概
要

百万円 百万円

Ａ

前島教育集会所管理運営事業

枝番号

10

会計こころ豊かな人が育ち、いきいきと活躍できるまち（教育・文化・スポーツ）

人権教育費

課名

人権教育室

番号 所属長名

03

02

総
合
計
画

部名

古家 幹也

事業の目的（どういう状態にしたいのか）

◆◇◆ 事 務 事 業 評 価 票 ◆◇◆

教育費

05 社会教育費項

01 一般会計財
務
科
目

共生社会をはぐくむ人権意識の高揚

基 本 政 策

03

法令名・根拠条文

目

事業の内容（目的達成のための手段・方法）

人権啓発活動の推進と隣保館機能の充実

款04

以降

展開方針
（年度別の事業内容）

平成20年度（参考） 平成21年度 平成22年度 平成23年度

百万円 百万円

平成21年度の実施内容・計画どおり実施できなかった理由

企画政策課
意 見

百万円

市 長 指 示 事 項 等

総事業費 百万円

行動計画掲載

完了予定年度事業開始年度 昭和５６

平成21年度の実施内容・成果

基
本
事
項

教育委員会

事務事業名

Ｂ Ｃ

年度平成２１

西脇市立前島教育集会所の設置及び管理・運営要綱

②

年度

根拠条例等

根拠法令要綱等

①前島教育集会所を適正に管理・運営し、人権学習・各種教養講
座を円滑に実施する。
②地域住民の人権意識及び文化・教養の高揚を図る。

事業の対象（誰に対して・何に対して）

①前島教育集会所の管理・運営を、前島町区長に委託して行う。運営方法は運営委員会を開催し決定する。
②人権学習・各種教養講座を開催する。また、図書の購入と貸し出しを行う。

根拠法令要綱等

③

(①または②の場合)

国・県の補助金有り 市単独

なし あり

直営 一部委託 その他（補助・負担金全部委託

入札 随意契約（契約先：

① 計画どおり進んでいる。

② おおむね計画どおり進んでいる。

⑤ 完了・達成（計画事業の終了）

③ 着手しているが、計画よりも遅れている

④ 計画どおり着手していない。

総合計画対象事業

市長公約・懸案事項

議会確認事項

Ａ Ｂ Ｃ

新規 継続 単年度

市単費上乗せ

義務実施事業

努力義務実施事業

任意実施事業

経常 臨時
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【１次評価】 評価実施：平成21年度

【２次評価】 評価実施：平成21年度

【３次評価】

総
合
評
価

総
合
評
価

総
合
評
価

１評 価
ポイント

事業の優先度（緊急性） １ 事業の必要性

直接のサービスの相手方 ２

97回

0.02 0.05

37日
46日

一般人件費[平均給与×(B)]

②
365人

説明

1152人

成
果
指
標

（
目
標

）

①
17千円単価

単価
115.2% 88.0% 73.0%

500人

４
５
１ 実施主体の妥当性

市民ニーズの把握 ５

名称

説明

名称

54回
37回

84.0%

100回 70回 50回

350人

①

②

42回
28千円 31千円

達成度

目標値
18年度 19年度 20年度 21年度

159日 54日

159.0%
10千円

実績値

受益者負担率[(E)/(D)] (F) ％ 0.0% 0.0% 0.0%

22年度

0 0受益者負担額 (E) 千円 0

総コスト[(A)+(C)] (D) 千円 1,658

396

1,486 1,312

562

0.07

750

750

0

1,505

1,090

1,500

(A')事業費(予算額または見込額）

1,090

事
務
事
業
デ
ー

タ (C) 千円 158

765

18年度 19年度 20年度 21年度

0

1,110

1,110

0

単位

千円

0

一般財源

1,500

0 0 0

22年度

1,505 765

一般財源

事業費(決算額) (A)

一般職員所要人員 (B) 人

特定財源

活
動
指
標

（
目
標

）

単価

名称

説明

名称

説明

100日 70日 50日

559

559

特定財源

77.1% 92.0%
28千円 29千円

達成度
目標値

1千円 2千円 4千円
616人実績値

達成度

1000人 700人
97.0% 77.1%

目標値
実績値

達成度

（学習会）開催日数
目標値

単価

実績値

人権学習会・習字教室等の開館日数

（学習会 ）参加人数

人権学習会・習字教室等の参加人数

開館日数

集会所延べ開館日数

４
実施主体の妥当性

受益者負担の適切さ

評 価
ポイント

事業の優先度（緊急性）

直接のサービスの相手方
１
２

事業の必要性

受益者負担の適切さ
評価結果

前島教育集会所は、地域住民の人権意識及び文化・教養の高揚を図るために昭和56年に設置さ
れた施設であり、前島町に管理・運営を委託して維持管理を行ってきた。これまでの取組により、設
置の目的は達成されたと判断しており、この事業については、平成21年度で終了する。

平成21年度で終了。

４

改
善
策

評価結果 判
断
理
由

改
善
策

判
断
理
由

当初の目的を達成したとして、隣接する前島集会所とともに教育集会所を平成21年度末で地元移
管するための地元調整を行い、平成19年度から段階的に管理経費を削減している。その協議も完
了し、平成21年度をもって市が経費負担をすることは終了となる。

平成22年４月からの円滑な移管に向けて、調整を進めることが重要となる。

評価結果

判
断
理
由

改
善
策

５ 市民ニーズの把握

拡充

継続実施

改善・見直し

廃止

抜本的見直し

休止

拡充

継続実施

改善・見直し

廃止

抜本的見直し

休止

拡充

継続実施

改善・見直し

廃止

抜本的見直し

休止
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